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（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
第
十
七
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
各
項
の
検
査
、
書
換

え
、
再
交
付
又
は
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
（
第
三
十
四
条
に
お
い

て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
」
と
い
う
。）不
動
産
鑑
定
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
込
み
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
三
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
各
項
の
承
認
、測
定
、

検
査
又
は
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り

納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
四
条
の
登
録
の
申

請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、

現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
五
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
た
だ
し
書
中
「
法
第
四
条
の
登
録
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
十
四
条
第
一
項
の
変

更
登
録
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
使
用
権
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

ダ
ム
使
用
権
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
令
第
十
六
条
第
一
項
の

交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り

納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
満
載
喫
水
線
に
関
す
る
国
際
条
約
に
よ
る
証
書
に
関
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
満
載
喫
水
線
に
関
す
る
国
際
条
約
に
よ
る
証
書

に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
の
申
請
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
金
を
も
つ
て
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、

同
項
た
だ
し
書
の
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
を
納
付
す
る
も
の
と

す
る
。

第
四
十
条
第
四
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
前
三
項
の
型
式
承
認
若
し
く
は
検
定
又
は
型
式
の
変
更
の
承
認
若
し
く

は
交
付
若
し
く
は
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情

報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
六
条
の
三
第
一
項

の
更
新
の
登
録
又
は
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
試
験
の
受
験
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行

つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
五
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
手
数
料
を
旅
行
業
協
会
に
納
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
旅
行
業
協
会
の
試
験
事
務
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
二
条
第
二
項
第
七
号
中
「
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）」

を
「
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
の
場
合
の
許
可
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
二
条

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

現
金
を
も
つ
て
許
可
手
数
料
を
納
め
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付

情
報
に
よ
り
、
当
該
許
可
手
数
料
を
納
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
第
二
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
七
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削

る
。別

記
様
式
第
二
中「（第

二
条
関
係

）」を「（第
三
条
関
係

）」に
改
め
る
。
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